
凡     例 
 

１．この年報は、航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１００条に基づく航空運送事業の許可、同法第１２３条に基づく

航空機使用事業の許可を受けた事業者に対し実施した航空輸送統計調査（一般統計調査）の集計結果を取りまとめたもの

である。（第一種及び第二種貨物利用運送事業者を対象に調査を行ってきた航空利用取扱実績については、平成１９年１

月以降、調査事項を廃止した。） 

２．調査対象事業者数は、令和４年３月末日現在で、７７社である。 

航空運送事業者６５社（うち国内定期航空運送事業２１社、国際航空運送事業１４社） 

航空機使用事業者６４社 

※ 航空運送事業者及び航空機使用事業者とで重複あり。休止事業者を除く。 

３．国内定期幹線とは、新千歳、東京（羽田）、東京（成田）、大阪、関西、福岡、沖縄（那覇）の空港を相互に結ぶ路線

をいい、国内定期ローカル線とは、これ以外の各路線をいう。 

４．月別運航及び輸送実績（第２表から第６表まで）は、国内定期航空運送事業者２１社及び国際航空運送事業者１４社の

有償実績である。 

５．経由地を有する路線は直行便とは別に集計し、第３表において以下のように表章している。 

例）Ａ－Ｃ路線(直行便)とＡ－Ｃ路線【Ｂ経由】があった場合 

①Ａ－Ｃの直行便 

②Ａ－Ｃ【Ｂ経由】便の計（③~④の合計） 

③Ａ→Ｂ（経由便の内訳その１） 

④Ｂ→Ｃ（経由便の内訳その２） 

⑤Ａ→Ｂ→Ｃ（経由便の内訳その３） 

※Ａ－Ｃ路線の経由便については、第３表において、Ａ→Ｃを往路、Ｃ→Ａを復路と標記している。 

なお、経由便の場合の人キロ、座席利用率等の算出は次のとおりである。 

 
Ａ－Ｃ路線【B経由】の場合 

              ｎ１人ℓ １km               ｎ２人ℓ ２km               Ｎ ：Ａ空港からＣ空港までの提供座席数 

                                                                 ｎ１ ：Ａ空港からＢ空港まで利用する旅客数 

                                                                 ｎ２ ：Ｂ空港からＣ空港まで利用する旅客数 

                                                           ｎ３ ：Ａ空港からＣ空港まで利用する旅客数 

                       ｎ３人(ℓ １+ ℓ ２)km 
  

区 間 区間距離 旅 客 人キロメートル 座 席 利 用 率 

Ａ～Ｂ ℓ １ ｎ１ ｎ１ ℓ １ (ｎ１+ｎ３)／Ｎ 

Ｂ～Ｃ ℓ ２ ｎ２ ｎ２ ℓ ２ (ｎ２+ｎ３)／Ｎ 

Ａ～Ｃ ℓ １+ ℓ ２ ｎ３ ｎ３ (ℓ １+ ℓ ２)  

計 ℓ １+ ℓ ２ ｎ１+ｎ２+ｎ３ ｎ１ℓ １+ｎ２ℓ ２+ｎ３(ℓ １+ ℓ ２) ｛ｎ１ℓ １+ｎ２ℓ ２+ｎ３(ℓ １+ ℓ ２)｝／Ｎ(ℓ １+ ℓ ２) 

 

６．旅客トンキロの計算における１人当たりの重量は次のとおりである。 

国内                   ７５．０ｋｇ 

国際 ファーストクラス、ビジネスクラス １０２．５ｋｇ 

エコノミークラス          ９２．５ｋｇ 

 

Ｂ
Ａ Ｃ



７．国際航空輸送実績（第５表及び第６表）は、定期便及び不定期便を合算した実績である。なお、外国航空機による共同

運送分は含まれていない。 

８．航空機使用事業等の月別稼働実績（第８表）は、航空機使用事業（航空機を使用しての操縦訓練、薬剤散布、写真撮影、

広告宣伝、報道取材、視察調査等、運送以外の行為を請け負う事業をいう。）及び航空運送事業（ただし、国内定期航空

運送事業及び国際航空運送事業を除く。）の実績である。 

このうち、後者は、遊覧及び貸切（建設協力・その他）が対象である。 


